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福島県地域森林計画関係資料事務取扱要領

平成 ２年 ９月１０日 ２林第 ６６０号
最終改正 令和 ６年 ３月 ６日 ５森第３９０３号

第１章 総則
（趣旨）

第１ この要領は、地域森林計画の樹立に伴い作成した関係資料（以下｢関係資料｣という。）

の適正な管理及び円滑な情報の提供を行うため、その取扱いについて必要な事項を定め

るものとする。

（関係法令等）

第２ 関係資料の取扱いについては、この要領によるほか、次の法令等に基づき取扱うもの

とする。

（１）「森林法」（昭和２６年６月２６日法律第２４９号）

（２）「測量法」（昭和２４年６月３日法律第１８８号）

（３）「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号）

（以下「法」という。）

（４）「農林水産分野における個人情報保護に関するガイドライン」

（平成２１年７月１０日付け農林水産省告示第９２４号）

（５）「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて」

（平成１２年５月８日付け１２林野計第１５４号）

（６）「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いの運用について」

（平成１２年５月８日付け１２林野計第１８８号）

（７）「森林法に基づく行政機関による森林所有者等に関する情報の利用等について」

（平成２３年４月２２日付け２３林整計第２６号）

（８）「森林の経営の受委託、森林施業の集約化等の促進に関する森林関連情報の提供及

び整備について」

（平成２４年３月３０日付け２３林整計第３３９号）

（関係資料の目的・性格）

第３ 関係資料は、地域森林計画の樹立に必要な森林資源把握等のための基礎資料として整

備したものであり、森林計画制度の円滑な運用を図るため、市町村森林整備計画の策定

等にも用いる。また、関係資料は、森林林業行政推進のための資料としても活用する。

２ 関係資料は、空中写真等による間接調査方法により作成したものであり、林況及び所

有界は実測及び確認を行っていない。したがって、所有権、所有界、面積等土地に関す

る諸権利及び立木竹の評価について証明するものではない。

（関係資料の管理者）

第４ 関係資料は、次に定める者（以下「管理者」という。）が適正に管理する。

（１）森林計画課長（第１管理者）

（２）各農林事務所長（森林林業部）及び富岡林業指導所長（以下「第２管理者」という。）

（３）市町村長（以下「第３管理者」という。）
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（管理者への関係資料の配備）

第５ 森林計画課長は、関係資料を別表１のとおり配備する。

（関係資料の取扱区分）

第６ 管理者は、森林所有者等から関係資料に関する閲覧・交付等の申請があった場合は、

関係資料取扱区分（別表１）により対応する。

なお、手続きにあたっては、第２章、第３章により行う。

（関係機関）

第７ 森林計画課長は、森林林業総室各課（森林計画課を除く）及び林業研究センター（以

下「関係機関」という。）が行う森林・林業に関する業務に供するため、関係資料を必

要に応じて配布する。

２ 関係機関に外部から関係資料の開示申請があった場合、その業務は森林計画課長が行

う。

（寄託機関）

第８ 森林計画課長は、森林基本図及び森林計画図の交付申請に対応するため、印刷用森林

計画図電子データ（以下「計画図データ」という。）及び印刷用森林基本図電子データ

（以下「基本図データ」）を福島県森林組合連合会（以下「森林組合連合会」という。）

へ寄託する。

２ 森林組合連合会は、森林計画課長との寄託契約により、基本図データ、計画図データ

からの図面の交付を行う。

３ 森林計画課長の寄託契約により、森林組合連合会は、森林基本図の原図等の保管を行

う。

第２章 森林簿
（個人情報の取扱い）

第９ 森林簿に含まれる森林所有者名、森林所有者住所は、個人情報に該当することから、

森林計画課長及び第２管理者並びに第３管理者は、これらの個人情報に関し法に従い取

扱うものとする。

（森林簿の閲覧・交付申請）

第１０ 管理者は、申請者が次の各号に該当する場合は、この要領の定めるところにより、

森林簿を閲覧または交付（以下｢閲覧等｣という。）を承認することができる。

（１）申請者が森林法第２条第２項に定める者（以下「森林所有者」という。）で、所有

する森林に関する森林簿の閲覧等の申請があった場合。その場合管理者は、森林所有

者本人であることを確認しなければならない。

（２）申請者が森林所有者本人以外で次のいずれかの条件に該当する場合。

ア 森林所有者から書面により委任されているとき

イ 国または地方公共団体から業務の参考に供することを示す書類の提出があったと

き

ウ 学校・大学等公的研究機関から学術的な目的での使用を示す書類の提出があった

とき
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エ 森林所有者の委任状に代わる書類の提出あるいはその写しの提出があったとき

オ その他、書面等により管理者の承認を得たとき

２ 申請者が森林簿の閲覧等を申請する場合は、｢地域森林計画関係資料閲覧・交付申請

書兼閲覧・交付承認簿｣（第１号様式）を管理者へ提出するものとする。

３ 申請者が電子データによる交付を希望する場合の業務は、森林計画課長が行い、交付

に必要な保存媒体は申請者が準備するものとする。

４ 管理者は、申請者に対し、この要領に定める事項及び利用上の留意事項（「地域森林

計画関係資料閲覧・交付承認書｣（第２号様式）記載）について説明を行うものとする。

５ 管理者は、申請内容を審査し、不備等がない場合は、「地域森林計画関係資料閲覧・

交付承認書｣（第２号様式）を申請者に送付するとともに、閲覧等を行うものとする。

ただし、第１０の（２）に該当する申請者に個人情報の提供を行う場合は、必要最小

限の範囲で閲覧等の承認を行うものとし、申請目的から判断して、森林所有者本人の利

益権利を害する恐れがあると認められる場合は、閲覧等を承認してはならない。

６ 管理者は、森林簿を交付する際には、次の事項を明記するものとする。

森林簿は、県が森林資源の把握のために利用しているものであるため、現地

において実測や確認を行ったものではなく、必ずしも正しく表示しているとは

限りません。

７ 申請者が、郵送による交付を希望する場合は、返信先を記入した返信用封筒及びその

送付に必要な切手等を管理者へ提出するものとする。ただし、申請者が国または地方公

共団体の場合はこれを要しない。

（林業事業体・森林組合への交付）

第１１ 森林計画課長及び第２管理者は、林業事業体または森林組合から、「森林簿交付申

請書」（第３号様式）、「誓約書」（第４号様式）、「個人情報取扱主任者・取扱者通知書」

（第５号様式）により森林簿の交付申請があり、以下の条件全てに合致する場合は、「森

林簿の交付について」（第６号様式）により森林簿を交付することができる。

（１）利用目的が次の各号のいずれかに該当する場合。

ア 森林経営計画の作成または作成支援

イ 森林経営計画を作成した者が森林施業を実施するため

（２）申請者が次のいずれかの要件を満たす者。

ア 認定事業体（林業労働力の確保の促進に関する法律の第５条第１項に基づく、改善

計画について、福島県知事の認定を受けた事業体をいう。以下、同じ。）

イ 意欲と能力のある林業経営者（森林経営管理法第３６条第２項に基づき、福島県

に公表されている者をいう。以下、同じ。）

（３）申請者が定める個人情報保護規程等により、個人情報の保護を遵守する体制にある

ことを確認できた場合。

２ 森林計画課長及び第２管理者は、申請者に対し、個人情報の保護の遵守について指導

する。なお、申請者は、利用目的完了後は、法第２２条に基づき個人情報を確実かつ速

やかに廃棄し、または消去しなければならない。

３ 申請者は、交付を受けた森林簿の管理状況について、毎年５月末までに「森林簿の管

理状況について」（第４号様式別紙）により森林計画課長及び第２管理者へ報告しなけ

ればならない。

４ 申請者が電子データによる交付を希望する場合は、第１０の３により行う。
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５ 申請者が、郵送による交付を希望する場合は、第１０の７により行う。

第３章 関係資料（森林簿を除く）
（閲覧及び交付）

第１２ 管理者は、「地域森林計画関係資料閲覧・交付申請書兼閲覧・交付承認簿」（第１

号様式）により、関係資料の閲覧等の申請があった場合は、「地域森林計画関係資料閲

覧・交付承認書｣（第２号様式）により、利用上の留意事項について了解の下、関係資

料の閲覧等を承認することができる。

２ 申請者が印刷物による交付を希望する場合は、印刷物のサイズはＡ３版以下とする。

なお、Ａ０版による交付の場合は、第１３により行う。

３ 申請者が電子データによる交付を希望する場合は、第１０の３により行う。

４ 申請者が、郵送による交付を希望する場合は、第１０の７により行う。

（Ａ０版の交付）

第１３ Ａ０版による森林基本図及び森林計画図の交付は、申請者が森林組合連合会へ直接

申請し、有償にて交付を受けることとする。

２ 森林基本図の交付に際しては、「森林基本図交付申請書」（第７号様式）を提出させ、

｢森林基本図の交付について｣（第８号様式）により交付する。

３ 森林計画図の交付に際しては、「森林計画図交付申請書」（第９号様式）を提出させ、

｢森林計画図の交付について｣（第１０号様式）により交付する。

（測量成果の複製・使用承認）

第１４ 森林計画図、森林基本図、航空写真及び航空レーザ計測成果（以下「測量成果」と

いう。）の複製及び使用については、この要領に定めるもののほか、測量法第４３条及

び第４４条による。

２ 測量成果を複製しようとする者は、「測量成果の複製承認申請書」（第１１号様式）

を森林計画課長に提出し、「測量成果の複製承認について」（第１２号様式）により、

承認を得るものとする。

３ 測量成果を使用して測量等を実施しようとする者は、「測量成果の使用承認申請書」

（第１３号様式）を森林計画課長に提出し、「測量成果の使用承認について」（第１４

号様式）により、承認を得るものとする。

４ 森林計画課長は、測量成果を利用しようとする者が測量成果をそのまま複製して営利

の目的で販売するものであると認められる場合は、承認を行わないものとする。また、

後日明らかになった場合は、その利用を制限することができる。

５ 森林計画課長は、測量成果の複製について次の条件をつけ、承認するものとする。

（１）成果品に以下の字句を明示すること。

この地図は、福島県の測量成果を複製したものである。

（令和 年 月 日付け 森第 号にて承認）

（２）成果品が完成した際には、速やかに森林計画課長の確認を受けること。

（３）承認を受けた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ届け出て指示を受けるこ

と。
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６ 森林計画課長は、測量成果の使用について次の条件をつけ、承認するものとする。

（１）成果品に以下の字句を明示すること。

この地図は、福島県の測量成果を使用したものである。

（令和 年 月 日付け 森第 号にて承認）

（２）成果品が完成した際には、速やかに森林計画課長の確認を受けること。

（３）承認を受けた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ届け出て指示を受けるこ

と。

（QGIS版森林GIS）

第１５ 森林計画課長は、第１１に示す林業事業体または森林組合から「QGIS版森林GIS交

付申請書」（第１５号様式）により交付申請があった場合は、「QGIS版森林GISの交付に

ついて」（第１６号様式）により、利用上の留意事項について了解の下、QGIS版森林GIS

を交付することができる。

なお、交付に必要な保存媒体は申請者が準備するものとし、郵送による交付を希望す

る場合は、返信先を記入した返信用封筒及びその送付に必要な切手等を森林計画課長へ

提出するものとする。

（航空レーザ計測成果）

第１６ 森林計画課長及び第２管理者は、この要領の定めるところにより、航空レーザ計測

成果の閲覧等を承認することができる。

２ 森林計画課長及び第２管理者は、申請者から「地域森林計画関係資料閲覧・交付申請

書兼閲覧・交付承認簿」（第１号様式）により、航空レーザ計測成果の閲覧等について

の申し出があった場合には、「地域森林計画関係資料閲覧・交付承認書｣（第２号様式）

により、利用上の留意事項について了解の下、関係資料の閲覧等を承認することができ

る。

３ 申請者が印刷物による交付を希望する場合は、印刷物のサイズはＡ３版以下とする。

４ 申請者が電子データによる交付を希望する場合、交付に必要な保存媒体は申請者が準

備するものとする。

５ 申請者が、郵送による交付を希望する場合は、返送先を記入し切手を添付した返信用

封筒を森林計画課長または第２管理者へ提出するものとする。ただし、申請者が国また

は地方公共団体の場合はこれを要しない。

第４章 管理期間等
（管理期間）

第１７ 管理者が関係資料を管理する期間は、当該地域森林計画の計画期間時点（１０年間）

までとする。

２ 前項の期間経過後の関係資料の取扱いは、福島県文書等管理規則及び各市町村で定め

る文書管理規程等によるものとする。

（管理台帳）

第１８ 管理者は、関係資料の取扱いに際し、「地域森林計画関係資料管理台帳」（第１７
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号様式）に処理経過等を記録するものとする。

（閲覧等に関する報告）

第１９ 第３管理者は、第１８により作成した「地域森林計画関係資料管理台帳」（第１７

号様式）の写しを毎年４月末日までに第２管理者に報告する。

第２管理者はこれをとりまとめのうえ、「地域森林計画関係資料閲覧交付状況につい

て」（第１８号様式）により毎年５月末日までに森林計画課長に報告する。

第５章 雑則
（その他の事項に関する取扱い）

第２０ その他関係資料の取扱いにおいて、本要領の定めにない取扱いが生じた場合につい

ては、森林計画課長に協議し、承認を得るものとする。

附 則

この要領は、平成２年９月１０日から施行する。

附 則

この要領は、平成８年４月１６日から施行する。

附 則

この要領は、平成１０年３月２７日から施行する。

附 則

この要領は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成１２年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成１４年６月２１日から施行する。

附 則

この要領は、平成１５年５月２６日から施行する。

附 則

この要領は、平成２０年１２月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２２年 ３月１９日から施行する。

附 則

この要領は、平成２３年 １月１１日から施行する。
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附 則

この要領は、平成２４年 ４月 １日から施行する。

附 則

この要領は、令和元年６月 ４日から施行する。

附 則

この要領は、令和２年７月２１日から施行する。

附 則

この要領は、令和３年４月 １日から施行する。

附 則

この要領は、令和４年４月 １日から施行する。

附 則

この要領は、令和５年４月 １日から施行する。

附 則

この要領は、令和６年３月 ６日から施行する。



（別表１）地域森林計画関係資料の種類、配備機関、取扱区分一覧

配備機関

名　称 分　類 内　　　　容 (管理者※1) 閲覧 交付 複製 使用

（第１）

（第２）

（第３） ○ ○

（第１） － ○ － －

（第２） － × － －

（第３） － × － －

原図 （第１） × × ○ ○ A0※2、1/5,000

（第１） × ×

（第２） × ×

（第３） ○ ○ × ×

（第１） － ○ ○ ○

（第２） － × × ×

（第３） － × × ×

（第１） × ×

（第２） × ×

（第３） － － × ×

（第１） － － ○ ○

（第２） － － × ×

（第３） － － × ×

空中写真
（県撮影）

フィルム 写真フィルム、評定図フィルム （第１） - - × × ※3

（第１）

（第２）

（第３） ○ × － －

（第１）

（第２）

（第３） － × － －

(第１)

(第２)

(第３) × × × ×

（第１）

（第２）

（第３） × × × ×

（第１） ○ ○

（第２） × ×

（第３） × × × ×

(第１)

(第２)

(第３) × × - -

（第１） － －

（第２） － －

（第３） ○ ○ － －

QGIS版
森林GIS

データ
農林事務所単位で作成したQGIS用
のデータ

（第１） － ○ － －
パッケージした
GISデータ

（第１） － －

（第２） － －

（第３） ○ ○ － －

データ 県が購入した衛星写真データ

関　係　資　料 取 扱 区 分
備　　考

森林簿

帳票
森林クラウドからプリントアウトした帳
票（帳票をPDF出力したものを含む）

○ ○ A3、A4
（PDFﾃﾞｰﾀ)

データ 森林クラウドから出力したデータ CSV

森林基本図

図面 基本図データ
森林クラウドからプリントアウトした図
面（PDF出力したものを含む）

A0※2
A3、A4、1/5,000
(PDFデータ）

データ

写真
県が購入した衛星写真（森林クラウド
からプリントアウトしたものを含む）

○ ○

A3、A4
(PDFデータ）

× － －

○ × － －

○ ×

森林クラウドに登載する画像データ TIF

森林計画図
　　※5

図面
計画図データ
森林クラウドからプリントアウトした図
面（PDF出力したものを含む）

A0※2、A3、A4、
1/5,000
(PDFデータ）

データ 森林クラウドに登載する図形データ SHP

－ －

TIF
－

県が購入し
た衛星写真

航空レーザ計測により取得したデー
タのうち計測データ

○ ○ SHP、TXT、DXF、
CSV※5

航空レーザ
計測成果

写真
図面

県が航空レーザ計測を実施した際に
撮影した空中写真および解析データ
を表示したもの（森林クラウドからプリ
ントアウトしたものを含む）

○ ○

標定図
撮影地区毎に撮影コース、写真番号
等を図示した図面

○ ○

データ

県が航空レーザ計測を実施した際に
撮影した空中写真データ及び解析
データ

○

× × A3、A4、1/5,000
(PDFデータ）

-
PDFデータ

-

×
TIF、SHP※4

帳票
森林クラウドで出力される森林資源
等の集計表等をプリントアウトしたも
の（帳票の電子データを含む）

A4、A3、（PDF、
XLSデータ）

○ ○

－ －

-8-

○ ○

※2 福島県森林組合連合会に寄託（森林基本図は白黒、森林計画図は白黒とカラーで選択）

※3 写真フィルム、標定図フィルムは国土地理院に寄託（※期間：令和２年４月１日～令和１２年３月３１日）

※4 航空レーザ計測成果の取扱区分の詳細については、「森林情報活用路網整備推進事業の成果品の取扱いについて（通知）」による。
　　 当該事業は福島県全域の実施ではないので注意すること。

※5 森林計画図は、森林計画課のホームページで掲載

森林位置図 図面
市町村単位で森林計画図の配置等
を示した図面

1/50,000（紙・PDF
データ）
第３管理者は紙
のみ

※1 第１管理者（森林計画課長）、第２管理者（出先事務所長、富岡林業指導所長）、第３管理者（市町村長）

　　 括弧書き（　　）は、データでのみ配備したものから出力した帳票（紙・ＰＤＦデータ）、図面等の管理者

各種帳票
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①森林所有者本
人である

申請者は？②国または
地方公共団体

業務の参考に供するこ
とを示す書類の提出

③学校・大学等公
的研究機関

学術的な目的で使
用することを示す
書類の提出

⑨福島県林業協会、
福島県森林組合連合
会

⑧ＮＰＯ等ボランティ
ア団体

⑦開発業者

⑥不動産鑑定士
土地家屋調査士

行政書士等

⑤その他

可

可

森
林
所
有
者
本
人
か
ら
の
委
任
状
、

ま
た
は
委
任
状
に
替
わ
る
書
類
が
あ
る

YES

ＹＥＳ

YES

START

NO

NO

NO

NO

可

YES

可

可

利用目的が①森林経営計画作成または
作成支援、②森林経営計画を作成した者
が森林施業を実施するため

YES NO

不可

不可

不可

不可

④林業事業体・森
林組合

認定林業事業体または意欲と能力のある
林業経営者

NO

YES
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第１号様式

地域森林計画関係資料閲覧・交付申請書
兼閲覧・交付承認簿

令和 年 月 日
（管理者） 様

申請者 住 所
会社・団体名等
氏名（代表者名）
担 当 者 名
電 話 番 号

このことについて、下記の留意事項を承諾し、申請します。
記

申 請 の 種 類 閲 覧 ・ 交 付

利 用 目 的

申 請 箇 所

□ 森林簿

添付資料※1

交付形態※2 帳票（紙・ＰＤＦデータ） ・ データ 所有者情報※3 要 ・ 不要

□ その他の地域森林計画関係資料

資料の種類 森林基本図 交付形態※2 帳票（紙・ＰＤＦデータ）
※4 その他（ ） ・データ

※１ 次のうち、該当する添付書類を記入すること。

① 森林所有者からの委任状（申出書等）

② 国または地方公共団体から業務の参考に供することを示す書類の提出があった場合

③ 学校・大学等公的研究機関から学術的な目的での使用を示す書類

④ 森林所有者の委任状に代わる書類あるいはその写し（森林経営計画作成に係る委任状、立木

売払契約書、造林事業請負契約書、森林経営の契約書、地上権設定契約書等）

⑤ その他（書面等により管理者の承認を得たとき）

※２ 電子データでの交付となる場合は、保存媒体は申請者が準備してください。

※３ 個人情報（森林所有者名、森林所有者住所）が不要の場合は、「不要」としてください。

また、個人情報が必要な場合にあっても、申請目的から必要最小限としてください。

※４ 交付サイズはA３版以下です。A０版は寄託先からの購入となります。

※５ 郵送による交付を希望する場合は、返信先を記入した返信用封筒及びその送付に必要な切手等又は

レターパックを提出してください。（国または地方公共団体を除く。）

留意事項
(1)森林簿及び森林計画関係資料は、目測を主体とする現地調査及び空中写真の判読により
作成したものであり、林況又は所有界は現地において実測及び確認を行っていないことか
ら、所有権・所有界・面積等土地に関する諸権利及び立竹木の評価について証明するもの
ではありません。

(2)交付した関係資料の使用に際し、以下に注意願います。
ア 申請目的以外の使用をしないこと。
イ 改ざん・複製しないこと。
ウ 第三者へ提供しないこと。
エ 利用目的完了後には焼却等により確実に処分すること。 （裏面へ）
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管理者記入欄

（裏面）
森林簿閲覧・交付審査表

判定 審 査 項 目

１ 森林所有者本人である。

２ 森林所有者から書面により委任されている。

３ 国または地方公共団体から業務の参考に供することを示す書類
の提出がある。

４ 学校・大学等研究機関等が学術的な目的での使用を示す書類の
提出がある。

５ 森林所有者の委任状に代わる資料あるいはその写しの提出があ
る。

６ その他、書面等により管理者の承認を得たとき。

以上のいずれかに該当する。

審査結果

閲覧・交付申請のありましたこのことについて、別紙のとおり閲覧・交付決定してよろ
しいか伺います。

閲覧・交付決定・確認

管理者 課員 担当 起案

決裁

施行

※管理者記入欄

※閲覧・交付の際は、「地域森林計画関係資料閲覧・交付承認書」（第２号様式）により承認する。
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第２号様式

第 号

令和 年 月 日

（申請者） 様

※ 管理者名を記入

地域森林計画関係資料閲覧・交付承認書

令和 年 月 日付けで閲覧・交付申請のあったこのことについて、地域森林計画

関係資料の閲覧・交付を承認します。

なお、利用に当たっては下記の留意事項を承知願います。

記

１ 地域森林計画関係資料は、目測を主体とする現地調査及び空中写真の判読による間接調

査法によるため、地番や面積、林種や樹種などは、必ずしも現地や登記簿などと一致しな

い場合がありますので、取扱いに注意してください。

２ 地域森林計画関係資料は、森林・林業行政推進に供するための資料ですので、所有権・

所有界・面積等土地に関する諸権利及び立竹木の評価について証明するものではありませ

ん。

３ 地域森林計画関係資料で示される保安林のほか、自然公園法、自然環境保全法、都市計

画法等、森林施業の制限区域の表示については、関係官公庁及び関係部・課の資料を基に

参考として表示しているものであり、これら他法令の指定・解除等の状況や区域について

は最新の内容と必ずしも一致しないことがあるので、取扱いに注意してください。

４ 地域森林計画関係資料を参考に森林施業や土地の形質の変更などを行う際には当該区域

が法令による制限を受けているかどうか、必ず他法令の関係部署への確認をお願いします。

５ 個人情報を含む森林簿の交付を受けた場合は、申請者の責任において適切に管理すると

ともに、個人情報の漏えい、その他事故が発生した場合は遅滞なく報告してください。

６ その他、地域森林計画関係資料の使用に際し、以下に注意願います。

（１）申請目的以外の利用をしないでください。

（２）交付物の改ざん・複製をしないでください。

（３）交付物を第三者へ提供しないでください。

（４）利用目的完了後は焼却等により確実に処分してください。

（事務担当： TEL： ）
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第３号様式（林業事業体・森林組合申請用）

森林簿交付申請書

令和 年 月 日

福島県森林計画課長

様

福島県○○農林事務所長

住 所

申請者 氏 名（名称及び代表者氏名）

福島県地域森林計画関係資料事務取扱要領第１１の規定により、誓約書（第４号様式）及

び個人情報主任者・取扱者通知書（第５号様式）を添えて、森林簿の交付を申請します。

記

森林簿の利用目的 □ア 森林経営計画作成又は作成支援

□イ 森林経営計画を作成した者が森林施業を実施する

ため

交付森林簿の範囲

（市町村名、林班番号等）

交付森林簿の希望形態※１ 帳票 ・ 電子データ

（該当項目を囲むこと） （紙・ＰＤＦデータ） （CSVデータ）

担 当 者 職 ・ 氏 名：

電 話 番 号：

メールアドレス：

※１ 森林簿の交付範囲が広い場合は電子データでの交付となります。

※２ 添付資料

個人情報保護規程の写し、個人情報の保護を遵守できる体制が確認できる書類。

※３ 福島県○○農林事務所に申請する場合は、管轄する範囲内の交付となります。
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第４号様式（林業事業体・森林組合申請用）

誓 約 書

福島県森林計画課長

様

福島県○○農林事務所長

交付を受けた森林簿の使用に際しては、下記の事項を遵守することを誓約します。

記

１．個人情報については、個人情報の保護に関する法律に準じて厳重に取り扱います。

２．森林簿は（※森林経営計画作成又は作成支援、森林経営計画に基づく森林施業を実施す

るため）に使用します。 ※該当する目的を記載する

３．森林簿の複製・改ざん・第三者へ提供を禁止し、厳正に管理します。

４．森林簿の管理に当たっては、個人情報取扱主任を設置し、管理方法及び取扱者の範囲を

明確にします。また、個人情報取扱主任の責において、森林簿の管理を厳正に行うととも

に、森林簿等を取扱う者に対して、個人情報の保護に必要な事項を周知させます。

５．交付を受けた森林簿の管理状況について、毎年５月末日までに別紙により報告します。

６．個人情報の漏えい、その他事故が発生した場合は遅延なく交付者に報告します。なお、

これにより第三者に損害が生じた場合は、これらの賠償に応じることとします。

７．森林簿の使用期間が終了した場合は、森林簿を焼却等により確実に処分します。

８．組織等に変更が生じた場合は、遅滞なくこれを交付者に報告し、必要があれば改めて誓

約書を提出します。

令和 年 月 日

住所

氏名（名称及び代表者氏名）
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第５号様式（林業事業体・森林組合申請用）

個人情報取扱主任者・取扱者通知書

福島県森林計画課長

様

福島県○○農林事務所長

森林簿の取扱いについて、下記のとおり個人情報取扱主任者及び個人情報取扱者を定めま

したので通知します。

記

１ 個人情報取扱主任者

取扱主任者 職

氏名

２ 個人情報取扱者

No.1 職 No.2 職

氏名 氏名

No.3 職 No.4 職

氏名 氏名

No.5 職 No.6 職

氏名 氏名

令和 年 月 日

住 所

氏 名（名称及び代表者氏名）
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第６号様式（林業事業体・森林組合申請用）

第 号

令和 年 月 日

（申請者） 様

福島県森林計画課長

福島県○○農林事務所長

森林簿の交付について（通知）

令和 年 月 日付けで申請のありましたこのことについて、別添のとおり申請箇

所に係る森林簿（データ）を交付します。

なお、森林簿は森林林業行政のための内部資料ですので、使用に当たっては下記の留意事

項を承知願います。

記

１ 交付する森林簿の範囲

２ 留意事項

（１）交付申請時に提出のあった誓約書の内容を遵守し、厳重に取り扱うよう万全を期して

ください。

（２）森林簿は、目測を主体とする現地調査及び空中写真の判読により作成したものであり、

林況及び所有界は現地において実測及び確認を行っていないことから、所有権、所有者、

面積等土地に関する諸権利及び立竹木の評価について証明する資料とはなりません。

（３）交付を受けた森林簿の管理状況について、第４号様式別紙により毎年５月末日までに

報告してください。

（４）利用目的完了後は、個人情報を確実かつ速やかに破棄し、または消去してください。

（事務担当： TEL ）



- 17 -

第４号様式別紙

森林簿の管理状況について

福島県森林計画課長

様

福島県○○農林事務所長

交付を受けた森林簿の管理状況は、下記のとおりです。

記

１ 交付を受けた森林簿と管理状況

使 用 状 況
交付年月日 交 付 を 受 け た 範 囲

使用中 廃棄（年月日） 廃棄の方法

※ 森林簿の交付を受けている林業事業体及び森林組合は、森林簿の管理状況について、毎年５月末日までに報告するものとする。

※ 使用状況欄については、該当するものに○を記入する。ただし、廃棄したものについては、廃棄年月日及び廃棄の方法について記入すること。

令和 年 月 日

住 所

氏 名 (名称及び代表者氏名）
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第７号様式

森林基本図交付申請書

令和 年 月 日

福島県森林組合連合会代表理事会長 様

住 所

申請者 氏 名

電 話

このことについて、下記のとおり交付を申請します。

記

利 用 目 的

市町村名（地区） 図 面 番 号 交 付 の 方 法 枚 数

白黒

白黒

白黒

代 金 請 求 先

（ 送 付 先 ）

担 当 者

※１ 承認を受けずに交付した図面から複製する（原図を作成する、コピーを取る）ことは、

測量法第４３条に違反しますので注意してください。
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第８号様式

第 号

令和 年 月 日

（申請者） 様

福島県森林組合連合会代表理事会長

森林基本図の交付について（通知）

令和 年 月 日付けであなたより交付の申請がありました森林基本図については、下記

事項に留意のうえ、使用願います。

記

１ 森林基本図を複製する場合は、測量法第４３条に基づく複製承認が、また森林（基本図・計画

図）を元にして測量（地図の調整を含む）を実施し、別種の成果を作成する場合には、同法第４

４条に基づく使用承認が必要です。承認を得ずに森林基本図を複製あるいは使用することはでき

ません。

（事務担当： TEL ）
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第９号様式

森林計画図交付申請書

令和 年 月 日

福島県森林組合連合会代表理事会長 様

住 所

申請者 氏 名

電 話

このことについて、下記のとおり交付を申請します。

記

利 用 目 的

市 町 村 名

図面番号または所在地（林班） 交付の方法 枚 数

（地 区 名）

白黒・カラー

白黒・カラー

白黒・カラー

白黒・カラー

白黒・カラー

合 計 枚

代金請求先

（送付先）

担 当 者

（ 電 話 ）

※１ 交付された森林計画図をさらに複製することはできません。
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第１０号様式

第 号

令和 年 月 日

（申請者） 様

福島県森林組合連合会代表理事会長

森林計画図の交付について（通知）

令和 年 月 日付けであなたより交付の申請がありました森林計画図については、下記

事項に留意のうえ、使用願います。

記

１ 森林計画図は、目測を主体とする現地調査及び空中写真の判読により作成したものであり、林

況及び所有界は現地において実測及び確認を行っていないことから、所有権、所有界、面積等土

地に関する諸権利及び立木竹の評価について証明するものではありません。

２ 森林計画図を複製する場合は、測量法第４３条に基づく複製承認が、また森林計画図を元にし

て測量（地図の調整を含む）を実施し別種の成果を作成する場合には、同法第４４条に基づく使

用承認が必要です。承認を得ずに森林計画図を複製あるいは使用することはできません。

（事務担当： TEL ）
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第１１号様式

測量成果の複製承認申請書

測量法第４３条の規定により下記のとおり承認申請いたします。

令和 年 月 日

住 所

申請者 ＴＥＬ

氏 名

福 島 県 知 事 様

複製の目的

複製する測量成果の種類及び内容

複製する測量成果の交付年月日又

は地図の発行年次

複製の範囲又は区域

複製の作業方法

複製の期間

複製品の利用方法及び配布の有無

配布の範囲 有償・無償

複製品の部数

複 製 名称及び代表者の氏名

機関名 所在地

複 製 名称及び代表者の氏名

作 業

機関名 所在地

担当者
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第１２号様式

森第 号

令和 年 月 日

（申請者） 様

福島県知事

測量成果の複製承認について（通知）

令和 年 月 日付けで申請のありましたこのことについて、測量法第４３条の規

定により、下記の条件を付して承認します。

記

１ 承認の内容

（以下必要項目を記載）

（１）複製の目的

（２）複製する測量成果の種類及び内容

（３）複製の期間

（４）複製品の部数

（５）複製機関名（申請者）

（６）複製作業機関名

２ 複製の条件

（１）承認した目的以外には使用しないこと。

（２）成果品には、次の字句を明示すること。

「この地図は、福島県の測量成果を複製したものである。

（令和 年 月 日付け 森第 号にて承認）」

（３）測量作業完了後、速やかに成果品を持参し当課の確認を受けること。

（４）承認を受けた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ届け出て指示を受けること。

（事務担当 農林水産部森林計画課 電話 ）
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第１３号様式

測量成果の使用承認申請書

測量法第４４条の規定により下記のとおり承認申請いたします。

令和 年 月 日

住 所

申請者 ＴＥＬ

氏 名

福 島 県 知 事 様

使用の目的又は当該測量の種別

測量地域

使用期間

使用する測量成果の種類及び内容

測量精度

使用方法

完成図の縮尺及び名称

測 量 名称及び代表者の氏名

計 画

機関名 所在地

測 量 名称及び代表者の氏名

作 業

機関名 所在地

担当者
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第１４号様式

森第 号

令和 年 月 日

（申請者） 様

福島県知事

測量成果の使用承認について（通知）

令和 年 月 日付けで申請のありましたこのことについて、測量法第４４条の規

定により、下記の条件を付して承認します。

記

１ 承認の内容

（以下必要項目を記載）

（１）使用の目的

（２）使用する測量成果の種類及び内容

（３）使用の期間

（４）成果品の名称及び縮尺

（５）成果品の使用方法

（６）計画機関名（申請者）

（７）作業機関名

２ 使用の条件

（１）承認した目的以外には使用しないこと。

（２）成果品には、次の字句を明示すること。

「この地図は、福島県の測量成果を使用したものである。

（令和 年 月 日付け 森第 号にて承認）」

（３）測量作業完了後、速やかに成果品を持参し当課の確認を受けること。

（４）承認を受けた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ届け出て指示を受けること。

（事務担当 農林水産部森林計画課 電話 ）
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第１５号様式（林業事業体・森林組合申請用）

QGIS版森林GIS交付申請書

令和 年 月 日

福島県森林計画課長 様

住 所
申請者

氏 名

福島県地域森林計画関係資料事務取扱要領第１５の規定により、QGIS版森林GISの交付を

申請します。

記

利 用 目 的

交付データの範囲

（県内農林事務所名）

担 当 者 職 ・ 氏 名：

電 話 番 号：

メールアドレス：

備 考

※ 申請条件

１．上記の目的以外に使用しない。

２．森林計画関係資料は、目測を主体とする現地調査及び空中写真の判読により作成した

ものであり、林況又は所有界は現地において実測及び確認を行っていないことから、所

有権・所有界・面積等土地に関する諸権利及び立竹木の評価について証明するものでは

ないことを承知する。
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第１６号様式

第 号

令和 年 月 日

（申請者） 様

福島県森林計画課長

QGIS版森林GISの交付について（通知）

令和 年 月 日付けで申請のありましたこのことについて、別添のとおり申請箇

所に係るQGIS版森林GISを交付します。

なお、森林計画関係資料は森林林業行政のための内部資料ですので、使用に当たっては下

記の留意事項を承知願います。

記

１ 交付するデータの範囲

２ 留意事項

森林計画関係資料は、目測を主体とする現地調査及び空中写真の判読により作成したも

のであり、林況及び所有界は現地において実測及び確認を行っていないことから、所有権、

所有者、面積等土地に関する諸権利及び立竹木の評価について証明する資料とはなりませ

ん。

（事務担当： TEL ）
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第１７号様式
地域森林計画関係資料管理台帳

所属名（ ）

処理 申請者 閲覧・交付資料
備考

No 年月日 氏名等 区分 交付形態 資料名 申請箇所 目的

閲覧 帳票 森 林 簿

(紙･PDFﾃﾞｰﾀ) 森林基本図

交付 データ （ ）

閲覧 帳票 森 林 簿

(紙･PDFﾃﾞｰﾀ) 森林基本図

交付 データ （ ）

閲覧 帳票 森 林 簿

(紙･PDFﾃﾞｰﾀ) 森林基本図

交付 データ （ ）

閲覧 帳票 森 林 簿

(紙･PDFﾃﾞｰﾀ) 森林基本図

交付 データ （ ）

閲覧 帳票 森 林 簿

(紙･PDFﾃﾞｰﾀ) 森林基本図

交付 データ （ ）

閲覧 帳票 森 林 簿

(紙･PDFﾃﾞｰﾀ) 森林基本図

交付 データ （ ）

閲覧 帳票 森 林 簿

(紙･PDFﾃﾞｰﾀ) 森林基本図

交付 データ （ ）

※区分、交付形態、資料名欄については、該当する項目を囲む
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第１８号様式

第 号

令和 年 月 日

森林計画課長 様

（第２管理者）

地域森林計画関係資料閲覧交付状況について（報告）

このことについては、下記のとおりです。

記

地域森林計画関係資料閲覧交付状況

事務所名及び 閲覧交付件数（件） 備 考

市町村名 森林簿 その他 ※

○ ○ 事 務 所

○ ○ 市

○ ○ 市

○ ○ 町

○ ○ 町

○ ○ 町

○ ○ 町

○ ○ 村

○ ○ 村

合 計

※ 要領第１１による林業事業体・森林組合への交付があった場合、備考欄にその件数と

申請があった林業事業体名・森林組合名を記載。

（事務担当： TEL ）
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